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【開催日】 令和５年１２月１日（金） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午後１時３３分～午後４時３０分 

【出席委員】 

委員長 矢 田 松 夫 副委員長 岡 山   明 

委員 中 島 好 人 委員 前 田 浩 司 

委員 松 尾 数 則 委員 宮 本 政 志 

委員 吉 永 美 子   

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

 なし 

【執行部出席者】 

 なし 

【事務局出席者】 

局長 河 口 修 司 局次長 中 村 潤之介 

【審査内容】 

１ モニター意見交換会について 

２ 議会報告会について 

３ その他 

 

午後１時３３分 開会 

 

矢田松夫委員長 それではただいまより広聴特別委員会を開催します。本日の

付議事項については、一つ目はモニター意見の交換会についてでありま

す。二つ目は議会報告会についてです。三つ目はその他であります。そ

れでは最初に、モニター意見交換会について。報告書については、前回

に続いて整理しましたので、御覧ください。これは、松尾委員が整理し

たんですか。 
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松尾数則委員 前回、皆様から意見を頂きまして、訂正しました。訂正したの

は、「モニター意見交換会において発言した内容が取り上げられていな

い理由を明らかにしてほしい。」というモニターの意見でした。これは

事務局に答えていただきまして、「モニターの方の意見は、要点を報告

書に載せるが、今後、広聴特別委員会で精査し、内容に漏れがないよう

にするよう検討する。」としました。また、「１年に一度は意見交換会

で取り上げられた内容、取り上げられなかった内容について理由を含め

て報告してほしい。」といった意見も事務局に答えていただきまして、

「報告は回答で示している。実現したこと、実現しなかった内容をはっ

きり分かる状況にして、説明できるように今後検討していきたい。」と

しました。次に、６、要望・意見などです。モニターからは「小中学生

との意見交換会よりは、教育現場の先生との意見交換会が必要だと思

う。」という意見でしたけれど、議員が「今は、教育委員会と相談して

いるが、先生との意見交換会は新たな試みであり、検討したい。」と答

えております。また、「モニターの意見は、担当部署に送って検討する

とのことだが、広聴特別委員会が担当部署に出席して内容を確認すれば、

時間的ロスをなくせるのでは。」というモニターの意見がありまして、

事務局が「今は、要点を委員会に説明しているが、広聴特別委員会が委

員会に出向いて議論を行うことも可能であるので、検討したい。」と回

答しました。また、「議会報告会は今後も継続してほしい。」、「Ｗｅｂ

アンケートを取ったらどうか（ユーチューブをどうやったら見るのか

等）」、「年に一度は座談会的な会議の場を設けてほしい。」という要

望がありました。７番、今後、検討すべき意見といたしまして、「意見

交換会で取り上げられなかった理由を明らかにしてほしい。」、「教育

現場の先生との意見交換会が必要。」というものを挙げております。以

上です。 

 

矢田松夫委員長 記録を担当した松尾委員から、修正の報告がありましたが、

これについていいですか。 
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宮本政志委員 前回の委員会でも少し触れたんですけど、６番の要望・意見な

どの二つ目のモニターの意見です。「担当部署に送って」の担当部署と

は所管委員会ですね。 

 

矢田松夫委員長 １０月１６日午後６時からの意見交換会で記録を担当した前

田委員から、修正箇所についてお願いします。 

 

前田浩司委員 特に訂正という話はなかったと思いますので、前回と同じ資料

になっております。 

 

矢田松夫委員長 それでは、１０月１７日１４時から開催しましたモニター意

見交換会の報告書についてです。これについては、岡山副委員長が修正

されたと思うので、修正箇所について報告をお願いします。（発言する

者あり）突然言って申し訳ないけど、違いましたかね。この分も前田委

員となっていたようだけど。岡山副委員長、前回に基づいて修正すると

ころの骨子だけ、少し言ってみてください。何かあったら。（「こちら

は別になかったですね」と呼ぶ者あり）皆様、何かなかったですか。 

 

宮本政志委員 厳密に言えば、一般質問関係の一番上、「取り上げてほしいと

いう思いがある。」というのを、「取り上げてほしい。」というように

文章まで統一しようとなりましたか。 

 

矢田松夫委員長 「である」調でやるということじゃなかったかね。（「だけ

ですよね」と呼ぶ者あり）だから、モニター意見を取り上げるべきだと。 

 

宮本政志委員 その辺りは少し訂正が要るかなと思います。以上です。 

 

矢田松夫委員長 では、次の２ページに行きます。意見はございませんか。（う

なずく者あり）それでは、議会報告会の①、１０月３１日です。（発言

する者あり）違いましたか。 
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中村議会事務局次長 意見交換会の報告書の中で、７、今後、検討すべき意見

は、どこかの委員会に割り当てないといけないんじゃないんですか。

１７日はないですけど、１６日の意見交換会の報告書の中で、例えば午

後２時であれば、「意見交換会で取り上げられなかった理由を明らかに

してほしい。」というのと「教育現場の先生との意見交換が必要。」と

いうことが、今後、検討すべき意見となっていますから、これを検討す

る委員会に渡さないといけないんじゃないんですか。１６日午後６時か

らももう一つありますよね。議会運営委員会で云々。これはもう明らか

に下瀬さんからモニター意見として文書で出ているものでしたから。 

 

宮本政志委員 次長が言われるとおり、たしかに抜けていました。そうすると、

１０月１６日月曜日１４時からの分の７番、今後、検討すべき意見の一

つ目、「意見交換会で取り上げられなかった理由を明らかにしてほしい。」

というのは、広聴特別委員会でしょうね。「教育現場の先生との意見交

換会が必要である。」も広聴特別委員会でしょうね。１０月１６日月曜

日１８時からの分は議会運営委員会だと思います。 

 

矢田松夫委員長 振り分け先が、ほかにありますか。 

 

吉永美子委員 こういう言い方するのかなと思って、この前からずっと気にな

っているんですけど、１６日１４時からの分で、要望・意見などの中の

２番、モニターと事務局の言葉なんですけど、広聴特別委員という言い

方をするんですか。広聴特別委員会委員じゃないんですか。こういう略

し方があるんですか。 

 

中村議会事務局次長 厳密にどちらかという取決めはないですけれども、事務

局では、何らかの文書等を作成するときにはこの表記にしています。そ

れ以外にも、例えば皆さんに委員長名で出している開催通知も、広聴特

別委員長矢田松夫という言い方です。何々委員会委員長という表記には
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していないです。ただ、吉永委員がおっしゃったように、何々委員会委

員という表記でも構いません。どちらがよろしいかで決めていただけれ

ばやり直します。 

 

吉永美子委員 どちらでもいいということなので短いほうがいいのかもしれな

いですけど、本来、広聴特別委員会とか広聴特別委員会委員とかのほう

がきちんとしているように聞こえて、広聴特別委員というのが事務的に

なじまないというか、正式じゃないような気がしたから申し上げただけ

ですけど、これでよければ構いません。 

 

矢田松夫委員長 これで構わないと。 

 

宮本政志委員 私の記憶違いというか勘違いであれば、すみません。前回まで

の委員会で、７番、今後、検討すべき意見で、どこに振り分けるかとい

うことに入ったんですけど、そもそもモニターとの意見交換会で、６番

の一番下に点が三つあります。モニターから「議会報告会は今後も継続

してほしい。」という意見が出たから、意見として出ていますよと広聴

特別委員会に渡す。ユーチューブを広報特別委員会がやっていますんで、

「Ｗｅｂアンケート取ったらどうか（ユーチューブをどうやって見るの

か）。」という意見が出ましたよと広報特別委員会に渡す。「年に一度

は座談会的な会議の場云々という意見も広聴特別委員会に申し送るとい

うんかな。次の１６日１８時の分の６番は、「議会だよりの視察報告に

関し、もっと効果的、具体的な内容となるように期待したい。」と書い

てありますから広報特別委員会かな。「市民の声、モニターの声を、も

っと議会だよりに載せるべきではないか。」も議会だよりですから広報

特別委員会。「意見を議会での議論に反映できるよう、公聴会をもっと

活用すべきではないか。」ですから、公聴会になってくるとこれは議会

運営委員会かな。このような意見が要望・意見として出ていますから、

きちんと振り分けして、振り分け先で検討して答え出すべきと思います。 
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矢田松夫委員長 これまではそのようにしています。振り分け先で検討してい

ただくと。（発言する者あり）少し僕のミステークやけど、次長からも

ちょっと待ってください、所管先を決める議論をしてくれということで

戻りました。１６日午後６時までいいですかね。抜けが何かなかったで

すかね。最初から行きますよ。（「はい」と呼ぶ者あり）１６日午後２

時からの分は、ありませんか。（「７番もやね」と呼ぶ者あり）１６日

午後６時からの分は……（発言する者あり） 

 

宮本政志委員 まずは１６日月曜日の１４時からの部分で、７番の二つの付託

先と、それから先ほど私がちょっと提案した６番の下の三つの黒丸のと

ころの付託先を提案したんで、それを皆さんにかけていただいて、委員

会で議決しないと、広聴特別委員会の正式な決定事項にならないと思い

ます。 

 

矢田松夫委員長 そうですね、私があえてもう１回言うよりは、宮本委員が振

り分け先の案を言いましたが、これについて皆さん方の御意見を頂きま

す。「いや、違う」というものがありましたらお願いします。１６日午

後２時からの分です。 

 

宮本政志委員 先ほど言った三つの黒丸の中の２番目の「Ｗｅｂアンケートを

取ったらどうか。」というのは少し議論に入ったほうがいいかなという

思いはあって、ここは「ユーチューブですから広報ですかね」と言った

だけで、アンケートを取るということは、市民から意見を聴取する、あ

るいは意見を聞くということなんで、そうすると広聴特別委員会も委員

会の趣旨からすると絡んでくる。ここは、もう少し議論したほうがいい

かもしれんですね。 

 

矢田松夫委員長 今の宮本委員に対して、御意見はないですか。議会報告会の

ユーチューブにアンケートはこちらと載せているけど、ゼロ回答と。恐

らくここの方が言うのは、全体の流しているユーチューブについてどう
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なのかと。 

 

松尾数則委員 このときの意見は、ユーチューブを見る人がほとんどいないと

いう内容があって、ユーチューブをどうやったら見るかというような

Ｗｅｂアンケートを取ったらどうかという意味なんですよ。（「ちょっ

と見る人を増やすための手段でしょう」と呼ぶ者あり。） 

 

矢田松夫委員長 どうしたらユーチューブを見るのかというアンケートを取れ

と。視聴者を増やすためのアンケートを取れということね。広報特別委

員会に振り分けて考えていただくということでいいですか。私が結論を

出してはいけんが。皆さん方の意見を頂きます。 

 

岡山明副委員長 これは委員会とか本会議とか、全てのという表現なんですか。 

 

松尾数則委員 岡山委員もおられたんじゃないかと思うんですけど、あのとき

にやった内容は、ユーチューブを見る人が非常に少なかったんで、委員

長が回答された内容。だから、この人はユーチューブをもっと見てもら

うための手段をＷｅｂアンケートで取ったらどうかという意見であった。

少ないからＷｅｂアンケートをしたらどうかというような、ちょっと矛

盾したところもあるんじゃけど、そういう意味合いでした。 

 

宮本政志委員 さっき私が言ったことと松尾委員が言ったことは同じなんです

けど、Ｗｅｂアンケートを取ったらどうかだから、ユーチューブをもっ

と多くの人に見てもらうにはどうするかというのは、ユーチューブを作

成する側から見ると広報特別委員会ですよね。手段として、Ｗｅｂウェ

ブアンケートを取ったらユーチューブ見る人が増えるんじゃないかとい

うことをおっしゃっているんであれば、Ｗｅｂアンケートのことも踏ま

えて、それ以外にも何かありますかということを市民の方からアンケー

ト等で意見を聞くんなら、広聴特別委員会も絡んでくるんで、広聴特別

委員会も広報特別委員会もやないかな。ただ、広報特別委員会には、ユ
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ーチューブの閲覧件数を増やすために、モニターからＷｅｂアンケート

を取ったらどうかという意見がありましたよというのを送って、広聴特

別委員会は広聴特別委員会で、市民に意見を聴くという活動してもいい

んじゃないですか。 

 

矢田松夫委員長 御意見を頂きます。（「広報特別委員会でアンケートを取っ

たり、市民が別にやったりしちゃいけないね」と呼ぶ者あり）ユーチュ

ーブの内容をどうのこうのじゃなくて、ユーチューブの視聴者を増やす

方法なら、広報特別委員会でいいと思いますが、ほかにあれば。今は

１０月１６日１４時の分の振り分け先を議論しています。 

 

中島好人委員 アンケートそのものをどのような形でというのは、広報特別委

員会で考えてもらえばいいんじゃないかと思うけども、広聴特別委員会

としては、どうしたら議会と市民との関係をつくり出していけるかとい

うのは、広報特別委員会に丸投げということ決して思ってはいないけど、

大事な職務なので、あえて二つに分散してしまうよりも、取りあえず、

全ての受皿は広聴特別委員会がやるべきと思います。また、どうつかむ

かというのは、今後、生かす道があるんじゃないかと思う。これとこれ

というように分散すると、広聴特別委員会としての範囲が少し狭くなる

んじゃないかなという気がします。 

 

宮本政志委員 中島委員がおっしゃるとおりで、ユーチューブの閲覧者を増や

すには、Ｗｅｂアンケート以外にどうしたらいいかということをモニタ

ーに聞くことは、広聴特別委員会の役割ですよね。モニターからの意見

だから。だけど、中島委員が言うようにこれはあくまでユーチューブに

絡むことなんで、広報特別委員会に任せて、もしモニターに対して、ほ

かの意見や詳細部分を聞きたいということになれば、当然モニターです

から広聴特別委員会に返ってくるでしょうから、ここは広報特別委員会

かな。委員長、確認してもらっていいですか。 
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中村議会事務局次長 ということで、これを今後検討すべき意見にも入れると

いうことですか。 

 

矢田松夫委員長 皆さんどうですか。 

 

宮本政志委員 ７番、今後、検討すべき意見に、この三つは、入っていかない

といけんですね。 

 

吉永美子委員 議会基本条例の中で議会報告会をやるとなっているので、議会

報告会を今後も継続してほしいというのは別にいいのではないかと思い

ます。 

 

矢田松夫委員長 削除。（「条例から」と呼ぶ者あり）ほかに、いいですか。

では、次に行きます。１６日１８時は先ほど、要望・意見の中でずっと

いくと「議会だより」云々が広報特別委員会、「市民の声」云々も広報

特別委員会、「意見を議会で」云々が広聴特別委員会……（「いやいや、

上は議会だより、二つは議会だより、公聴会も」と呼ぶ者あり。）（「開

けるんかね」と呼ぶ者あり。）（「事務局の見解は」と呼ぶ者あり） 

 

矢田松夫委員長 次長、公聴会の位置づけはどうなっているか。ちょっと答え

てくださいね。 

 

中村議会事務局次長 まず、先ほど、どなたか委員からも出たように基本条例

にあります。基本的には本会議のことを指していると思うんですけど、

委員会でももちろん開催はできますので本会議委員会とも公聴会は開く

ことができます。とはいえ、本市は今、専門家等の意見を聞くために、

もうちょっと簡易な方法である参考人制度を十分活用しております。そ

の辺りも踏まえての議論になってこようと思いますけど、現状は、本会

議、委員会とも公聴会の開催はできると思います。 
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宮本政志委員 「意見を議会での議論に反映できるように、広聴特別委員会で

公聴会」という意味合いで言われたのか、「議会全体で活発な議論意見

をこの議論に反映できるような公聴会」という意味やったですか。僕は

多分、参考人招致ばっかりじゃなくて、議会全体でもっと公聴会を活用

していくべきじゃないか、つまり議会全体というように受け止めたから

議会運営委員会と言ったんだけど。 

 

前田浩司委員 宮本委員が言われたように、議会として公聴会というのがある

から、それをしっかり使って、市民の方の声をしっかり聞くのも一つの

手段ではないかと言われたと思います。 

 

中島好人委員 公聴会という制度がありながら活用されていない。公聴会を開

いて、市民の意見等をもっと聴くことが大事じゃないかということだか

ら、議会運営委員会でいいんじゃないかと思います。 

 

矢田松夫委員長 議会運営委員会でいいのではないかということですが、ほか

に意見はないですか。（うなずく者あり）それでは、議会運営委員会と

いうことです。次は、１０月１７日午後２時からのモニター意見交換会

報告書についてです。「である調」に直したということで、これは前田

委員が報告書を作成しまして、ほとんど修正がないということでありま

す。（発言する者あり）そうじゃなかった。岡山副委員長が担当してい

たけど、修正は別になかったということですね。 

 

宮本政志委員 例えば、議場開放、傍聴、中学生議会のような取組を進めてい

ただきたいというのが出ていますよね。具体的には、児童生徒がこうこ

うで、こういった対話方式の質問会のようなものはどうかと提案してい

らっしゃいます。これには事務局が答えていますから、モニターの意見

に対してあくまで委員会、議会として検討すべき事項と思いますし、回

答すべきと思いますんで……（発言する者あり）ああ、議員があります

か。でも、これですと、議員の回答が「身近に議会が感じられるように
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進めていく。」ですか。中学生議会のような取組を進めていただきたい

ということなら分かるんですけど、この辺りは少しお聞きしたいな。続

きが、「児童生徒が議員に一問一答するような形での対話方式質問会の

ようなものはどうか。」ですから、広聴特別委員会で意見を中学生から

聞くということを検討してもらいましょうということで振り分けるべき

でしょうけど、前段の議場開放と傍聴というのは意味が少し分かりませ

ん。まず、ここが１点目です。（「傍聴って何を」と呼ぶ者あり）僕も

随分前だから忘れとるんで、正副委員長と吉永委員と前田委員がこのと

きにいらっしゃったんで、もし分かれば。 

 

矢田松夫委員長 この前、皆さん方と議論した中では、議場開放ではなくて、

市役所の職場開放というように受け取ったんじゃないかと。違うんかね。

（発言する者あり）そういうふうに人が来るじゃん。ああいうことじゃ

なかったんかね。（発言する者あり）それと、みんな資料を持っている

でしょう。委員会で最初に出た資料の中で、やっぱり宮本委員が言うよ

うに分からんということで、職場体験をってなったんじゃないかいね。 

 

宮本政志委員 そうしますと、モニターはまだ任期がありますし、本当に言い

たかった趣旨と違った解釈をして答えを出すと大変失礼になるんで、後

日モニターに詳しくお聞きして、中学生議会のような取組を進めていた

だきたいというところは具体的におっしゃっているんで、広聴特別委員

会に振り分けるということでいいと思います。 

 

矢田松夫委員長 ですから、広聴特別委員会に振り分けたらどうなのかという

ことですが、どうですか。その下に、小学生の職場体験と書いてありま

すが、今までの議論の中で、議場の開放のところは職場体験じゃないか

なと思ったんだけど、どっちにしたって広聴特別委員会で今後対応して

いくということで、皆さんどうですか。（発言する者あり）宮本委員は

分からんと言うけど、ほかの人はどうなんですか。分かるからこのまま

でいいですよとか、何か言ってください。 
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宮本政志委員 出席した広聴特別委員が「身近に議会が感じられるように進め

ていく」と言われたわけでしょ。何を進めていくんですかというのがモ

ニターの意見で、議場開放については、議場見学も含めた職場体験とし

て、傍聴は意味が少し分かんないですけど、委員長がおっしゃっている

ことで合っていれば、中学生議会のようなことも進めていくと断言され

たわけでしょ。委員が答えたように書いています、進めていくと。そう

すると、こういう意見が出ましたよということで、やはり、中学生議会

のことを進めていってください、こういう意見が出ていますということ

で、広聴特別委員会に言わないといけんでしょう。議場開放に関しては、

多分、議会運営委員会だと思うんで、その辺りを振り分けんといけない

んじゃないですか。 

 

矢田松夫委員長 「です・ます調」で言うと、「進めてまいります」となる。

（発言する者あり）ですから、どのように進めていくのかということを

含めて、広聴特別委員会でいいですか。（発言する者あり）みなさん、

意見を言うてくださいね。僕が結論出しちゃいけんのやから。もう黙っ

ちょくよ。みんなの意見を聞いて判断する。 

 

吉永美子委員 一般質問関係に入りますかね、今のは。(1) の一般質問関係に

入っているんですよ。（発言する者あり）いや、次の(2) ってあるので。

(1) の中の一般質問関係に今のやり取りが入ってきていて、いいのかな

あと思ったんです。「画面の中に議員の氏名が表示されるように顔と名

前が確認できた。」までは間違いなく一般質問だけど、その下のところ

は一般質問関係の中に項目として入れていいのだろうかと。申し訳ない

ですけど、今頃になって気がついた。(1) 一般質問関係と書いてあるか

らですよ。これが、(1)も何もなかったら何と思わないんですけど、一般

質問関係って書いてあるから。このやり取りが入ってもいいのかなと思

いました。それと、「画面の中に議員の氏名が表示され」の後に「る」

を入れてください。ここは間違いなく一般質問です。その下のところは、
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やり方の工夫ですので、下のところは議場開放というのは一般質問と関

係ないから、一般質問関係に入れるのは、少し違う気がします。あわせ

て、「顔と名前を確認できた」の下で、「中学生議会のような取組」の

後に「を」を入れてください。先ほどの続きですけど、「顔と名前が確

認できた」以降は、一般質問関係ではないところに入れたほうがいいで

すね。 

 

中島好人委員 この報告だけが、一般質問と議会関係とで分けてあるんだけど、

ほかのところは、全部、意見交換会の主な内容となっています。様式に

従ってやったほうがいいんじゃないですか。 

 

宮本政志委員 意見交換をする前に、モニターに対して項目を何個か挙げて、

こういった御意見をお聞かせくださいというやり方じゃなかったかね。

委員長、違いましたかね。例えば一般質問についてというように。違い

ますかね。記憶間違いかもしれんけど。 

 

矢田松夫委員長 なかったね。議会議員の活動及び運営について。（「項目を

絞ってではなかったね。そうしたら、一般質問関係、中島委員が言われ

るようにこれ省いていいんですよ。省いていいんじゃけど、一番上の「今

回は興味がある話ではなかった」の文章は、「一般質問において、今回

は興味がある話ではなかった」と入れてあげんと、意見の意味が少し分

からなくなってくるんで、(1) 一般質問関係の「一般質問関係」を削除

するにしても、削除してもいいんですよ、モニターの一つ目の、「今回

は」の前に「一般質問において」って入れたほうがいいと思いますよ」

と呼ぶ者あり） 

 

中島好人委員 様式は今までどおりやって、宮本委員が言うように、括弧のけ

て、モニターのところに、「今回の一般質問においては」とか、「興味

があった」とかと、一般質問のほうに入れたほうがいいんじゃないかな

と。要するに、議会関係というように細かく分けないで、モニターから
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の主な意見として、「今回の一般質問の関係においては興味がなかった」

と入れていったほうがいいんじゃないかなと。でないと、今後も様式が

変わってくると、ややこしなるんじゃないかなという気がします。 

 

宮本政志委員 １７日の分は、後にも係ってくるんやけど、例えば、５番の(1)

はモニターさんの意見に対する委員か事務局の答弁でしょう。次のペー

ジの６番にある要望意見というところも絡んでくるし、モニターの意見

に対して答えているんでしょう。でも、さっき吉永委員ところの下に関

しては、今後すべき検討すべき意見かなというようなものが並んでいる

ように思えるんですよ。(2) 議会議場関係についても、モニターが「移

動しても問題ないか」と聞いて、事務局が「問題ありません」と答えて

いて、その下の「議場における手話の導入はどうか」というモニターの

意見か要望に対して、議員が「取組が進んでいない」と答えているんで

すよ。さらに、６番にある要望意見などで、これは要望意見じゃないけ

れど「３年寝太郎等々の作成の計画はありますか」という質問に対して、

「パンフレット等を参考にしてください」と答えているんですよ。ここ

は少しぐちゃぐちゃになっているんで、一つ一つ組み替えていかんと。

５番の(1) は、先ほど吉永委員が言われた「顔の名前が確認できた」と

いうのは一般質問のことでしょうから、「一般質問において」というの

が一つ目も、三つ目も、四つ目も要るでしょうね。一般質問中の画面の

中に議員の、あるいは一般質問に向けて専門用語……（発言する者あり）

これは一般質問と違いますか。これは議会ですか。 

 

吉永美子委員 でも、何か自信がなくなってきましたね。一般質問のときに、

こういう民福とか、そうでしたかなあ、そうかもしれません。これは一

般質問で発言するじゃないですか。そういうときに、何々委員会という

ときに―でも、何か自信がないです。委員会での話もあったかもしれ

ませんから、ちょっとごめんなさい、これ言い切れないです。申し訳な

い。だから、両方にもつながっていく形で、一般質問でという形で限定

しないほうがいいかもしれません。「議会における」というところは限
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定しないほうがいいような気がします。ただ、その下は、「一般質問で

画面の中に出るようになりました」というのは一般質問でした。これは

間違いありません。 

 

前田浩司委員 当日おりましたけれども、２人のモニターが個別に言われてい

る内容です。だから、最初に、男性の方が一番上を言われて、その下の

は女性の方が言われたということになります。別々の方が、違う意味合

いで話をされたということです。 

 

宮本政志委員 委員長、暫時休憩入れていただいて、この１７日の報告書を少

し整理してください。 

 

矢田松夫委員長 １０月１７日午後２時からの市議会モニター意見交換会の報

告書の内容を整理するため、暫時休憩に入りたいと思います。 

 

午後２時２８分 休憩 

 

午後２時５８分 再開 

 

矢田松夫委員長 それでは、休憩を解き、委員会を再開します。休憩前には、

１０月１７日午後２時からの意見交換モニターとの意見交換会の報告書

について議論していただきまして、その後報告書の内容について少し修

正するところがあるんじゃないかとなりましたので、出された意見につ

いてお諮りしますので、御意見がありましたら意見していただいて、な

ければ、了解としていきたいと思います。 

 

岡山明副委員長 「５ 意見交換会の主な内容」のところで、一般質問関係と

いう項目を削除し、様式をそろえることで、その下のモニターの意見で

「今回は興味がある話ではなかった」というところを「一般質問におい

て今回は興味がある話ではなかった」として「一般質問において」とい
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う文章をここに付け加えることにしたいと思います。その下にある、「画

面の中に議員の氏名が表示されるようになり、顔と名前が確認できた。」

というのは、今までしていましたので、ここも削除します。(2) 議会・

議場関係についても同じで、書式を合わせるということで削除します。

それから、その下の「議場における手話の導入はどうか」という質問は

この項目に入らんということで、新しく「７ 今後の検討課題」としよ

うと思います。何か問題がありますか。 

 

宮本政志委員 「議場における手話の導入はどうか。」というのは、「７ 今

後検討すべき意見」として、その前の二つの報告書に合わせて、そちら

の７番として持っていくってことですね。さっき７番だけしか言うちゃ

なかったけど、今後検討すべき意見として７番がありますから、それに

入れるということですね。（「７番をつくって、その中に入れるという

ことです」と呼ぶ者あり）もう一つ、６番の要望意見などに、モニター

さんからの御意見で三年寝太郎と市内の民話に関すると書いてあります

よね。それに対して議員が回答しておりますが、モニターの御意見とし

ては、取り扱うべきではないものであり、報告書に記載する必要はない

と思いますので、削除を願います。 

 

矢田松夫委員長 宮本委員は、本来の議会活動や議会運営とは関係ない項目と

言われましたが、皆さん方どう扱われますか。削除していいということ

ですが、いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）そのように決めていき

たいと思います。岡山副委員長から、修正された内容についての報告が

ありましたが、追加や修正等ありましたら、御意見ください。 

 

吉永美子委員 先ほど出た、議場における手話の導入ということで、７番に入

ります。これは議会運営委員会で議論していただくようお願いします。 

 

矢田松夫委員長 いいですか。議運でやると、議会運営委員会でやるというこ

とですね。それでは、モニターの意見と議員の回答について清書するた
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めに、暫時休憩としたいと思いますが、いいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり）それでは、暫時休憩に入ります。 

 

午後３時４分 休憩 

 

午後３時４２分 再開 

 

矢田松夫委員長 休憩を解き、委員会を再開します。１０月１６日午後２時か

らと午後６時からのモニター意見交換会報告書について訂正してきまし

て、問題になったのは、令和５年１０月１７日午後２時からの分であり

ます。最終的に修正したところについて、読み上げて確認していきます

ので、よろしくお願いします。「５ 意見交換会の主な内容」でありま

す。モニターから「一般質問について、今回は興味がある話ではなかっ

た。農業関係者としては、異常気象・温暖化対策・ＳＤＧｓの質問も議

員には取り上げてほしい。」。「一般質問で下を向いて話される議員が

いる。原稿を見ながらでは、議員の顔が見えない、声が通らない、思い

が伝わらないのではないか。」。それに対して、議員からは「質問して

いる姿を市民にしっかりと訴えていく。」と。次いで、モニターの意見

で「議会における専門用語や会議の最初での委員会名は略式名とせず、

正式名で話していただきたい。」と。例えば、「民福」ではなくて「民

生福祉常任委員会」と表現していただきたいということですね。さらに、

モニターから「議場開放、中学生による議会傍聴、中学生議会のような

取組を進めていただきたい。児童生徒が議員に一問一答するような形式

での対話方式での質問会のようなものはどうか。」に対して、事務局か

ら「小学生の職場体験会があり、議場の見学も予定にあったようだが、

時間の都合上中止となったようである。身近に感じられる取組への試み

があったようである。」と。さらに、議員からは、「生徒等、若者たち

にも、より親しみと関心を持っていただけるように、やり方を工夫しな

がら、身近に議会が感じられるように進めていく。」と回答がありまし

た。ついで、モニターから「議場や委員会室での中継時に、同時文字起
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こしはできるのか。」との意見に対して、事務局から「話し言葉等、音

声から正確に文字を起こすのに、既存のシステムでは問題があり、今後

の検討課題である。」との回答でした。また、モニターから「車椅子エ

リアでは議員の顔が見えづらく、見えやすい場所に移動したくなるが、

エリア内で移動しても問題ないか。」との意見に対して、事務局からは、

「会議をじゃまするための移動ではないので、問題ない。」との回答が

ありました。次いで、モニターからの「議場における手話の導入はどう

か。」との意見に対して、議員から「手話言語条例を制定したが、議会

としての取組は進んでいない。」との回答があった後、モニターからは、

「障がい者への配慮が必要であり、私たちの気配りも大事であると自覚

している。」との発言がありました。「６ 要望・意見」についてはあ

りませんでしたが、「７ 今後、検討すべき意見」については、「制定

した手話言語条例にのっとって、議会としての取組を検討すべきであ

る。」ということでした。以上で、１０月１７日午後２時から開催され

ました意見交換会についての最終報告にしたいと思いますが、皆さん方

いかがでしょうか。（「異議なし」と呼ぶ者あり。）異議なしというこ

とです。それでは、１０月１６日の２回、そして１７日午後２時からの

意見交換会報告書について、皆さん方の御意見を頂きました。以上で、

モニター意見交換会について終わります。次に、議会報告会についてで

あります。議会報告会のＡ班、１０月３１日午後２時から赤崎地域交流

センター参加者３０人の中で、前回報告書について検討し、さらに字句

の訂正をしました。その結果について、皆さん方にお諮りをします。そ

れではＡ班の分を修正された岡山副委員長からお願いします。 

 

岡山明副委員長 民生福祉常任委員会の関係で、「近所の空き家に猫が住みつ

き、やぶが茂っているため、市に相談し、持ち主に連絡してもらったが、

なしのつぶてで困っている。」という質問と回答が入っておりましたが、

その部分は、空家等の適正管理の補助事業の対象外ということで外させ

ていただいて、その他の要望の部分に移しています。もう一つ「やぶに

なっている空き地についてはどうなるのか。」という質問も、同じように
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対象外ということで、「その他・民福」という項目の中に移しています。

もう一つ、産業建設常任委員会関係で、水道料金の改正という項目の中

にあった「水道管の破損箇所が多い。」も対象外ということで、「意見・

要望」に移しています。そのほかに、意見、要望について、総務文教、

民生福祉、産業建設の三つに振り分けています。 

 

矢田松夫委員長 それでは御意見ください。なければ異議なしと言ってくださ

い。そうしたら、次に行きます。 

 

宮本政志委員 民生福祉常任委員会関係で、空家等の適正管理の補助事業は「な

し」と書いてあるけど、これは、議会報告会の中では、補助事業の説明

に対しての質問が一つも出ていないから「なし」ですか。 

 

岡山明副委員長 最初に私が話したと思うのですけど、近所の空き家というこ

とで、民福の部分は…… 

 

矢田松夫委員長 要望・意見しかなかったということですか。（「そうそうそ

う、要望・意見ということです」と呼ぶ者あり）ここで言われた「近所

の空き家に猫が住みつき、やぶが茂っているため、市に相談し、持ち主に

連絡してもらったが、なしのつぶてで困っている。」という質問が、空家

等の適正管理の補助事業の対象外だから外そうということで「なし」と。

もう一つ、「やぶになっている空き地についてはどうなるのか。」につい

ても、関係ないということで意見・要望に振り分けたということです。 

 

吉永美子委員 空家等の適正管理の補助事業でないのであれば、下の意見・要

望は、「その他・民福」のところに入りませんか。例えば、同じページ

の総務文教常任委員会関係のところに「意見・要望」がありますが、こ

れは、このたびのアプリを活用した情報発信充実事業に関するものじゃ

ないんですか。例えば、「発信される避難情報が遅く、避難の役に立た

ない。」というのは、ＬＩＮＥに対して言われているんですよね。その
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差がよく分からないんです。例えば、「便利なシステムであり、有効利用

したい。」、「スマートホンを使いこなせていない人への対策が必要であ

る。」については、ＬＩＮＥについて言われているんですよね。その後

の「市広報が一か月に１回というのは情報が遅すぎて話にならない。」と

いうのが、ＬＩＮＥに比べてということであれば、つけるのかどうか分

かりませんが、「広報が月１回になって、回覧が分厚くなった。これで

は誰も見なくなるのではないか。」というのは、その他になるんじゃな

いんですか。だから、意見・要望の一番上、「便利なシステムであり、

有効利用したい。」と、二番目の「スマートホンを使いこなせていない

人への対策が必要である。」と、一番下の「発信される避難情報が遅く、

避難の役に立たない。」の三つは、このたび報告した事業の関係になる

と思うんですが、それ以外の部分はその他じゃないんですか。その他の

意見・要望とは違うんですか。そういうこととは違うんですね。書き方

として、申し訳ないですけれど教えてほしいのが、産業建設常任委員会

関係でも、水道料金の改定の意見・要望とありますが、これは全部水道

料金の関係でしょう。報告があったこととは違うんですか。例えば、「水

道料金の値上げには理解できる。」とあります。また、値上げするわけ

ですから、「市民に説明しないままの値上げはおかしい。」ともありま

すし、「水道管の破損箇所が多い。」というのはその他になると思うん

ですけど、何かその区分けがきちんとなっていなくないですか。違いま

すか。あくまでも、このたび報告した産業建設常任委員会分は、水道料

金の改定についての質問と意見・要望、そして「その他・産建」に関し

ての意見・要望と分かれるんではないかと思うんですが、違うんですか

ね。一緒になっていますけど、混ざっていますよね。違いますかね。暫

時休憩をお願いします。 

 

矢田松夫委員長 それではもう１回整理するために、広聴特別委員会を暫時休

憩とします。 

 

午後３時５９分 休憩 
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午後４時１７分 再開 

 

矢田松夫委員長 それでは、休憩を解き、委員会を再開します。議論してきた

のは、赤崎地域交流センター分の報告書ですけど、区分の仕方で、若干、

御意見がありますので、再度修正ということで整理していきたいと思い

ます。次の須恵地域交流センター分について、先ほど委員からありまし

たように、項目が整理されておりませんので、もう一度整理し直すとい

うことでお願いします。次の出合地域交流センター分の修正した部分に

ついて、皆さん方に報告します。後日、回答というのがざらに多いんで

すが、これについては、所管の常任委員会に割り振って、そこで議論し、

回答し、その回答を議会報告会の会場に掲示することにします。例えば、

「空き家バンクの登録が何故増えないのか。」など、後日回答があります

ので、それ以外のことについてやっていきます。「大正川・桜川流域の

浸水等の被害について、対策を急いでほしい。」について、前回出した報

告書では、「厚狭川流域は、県が管理する河川だが、市でも早急な対応を

要望していく。」ということでしたが、皆さん方に意見していただいて、

「厚狭川流域は、県が管理する河川だが、市でも早急な対応を要望してい

く。」としました。それから、「その他・全体の意見・要望」の中で、意

味が分からないものがありましたので、「耕作放棄地には太陽光パネルば

かり目立つ。対策を講じるべきではないか。」としまして、「政務活動費

の使途に、会派ごとでアンバランスがある。」としまして、「埴生地区に

はスーパーや小売店がないので、自家用車のない方の生活に支障を来して

いる。」としました。次の埴生地域交流センターの中で、回答で同じこ

とを二つ並べているので、「ＬＩＮＥのサーバは国産ですか。」にたい

して、「国産である。」と修正しております。それから、「防災につい

ては、どれくらいの人が見ているのか。」に対して、「登録された約

４，３００人が見ているはずである。」と修正しました。それから、民生

福祉常任委員会で、「市内の空き家の数は何パーセントなのか。」に対

して、「現時点では集計できていない。」ということでしたが、これに
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ついては後日回答でいいんですか、ここで回答するべきでしょうか。出

ているけど、この時点ではこれでいいですか。回答を持っていますけど、

これはいいですね。（うなずく者あり）それから、厚狭駅前の件で、「行

政代執行は市として行ったことがあるのか。」については、「厚狭駅前

の交番横を略式代執行している。」と修正いたしております。それから、

ペットボトルの件は、後日回答にしております。それから、産業建設常

任委員会関係で、水道料金の改定において、意見・要望の中であった「改

定された内容について、市民への説明会はないのか。」については、議

会の議決後に料金改定日までに水道局が説明会を開催するというように

しておりますが、これは後日回答でいいんでしょうね。このように整理

しましたが、皆さん方から出された意見について、修正分を記載しまし

た。それでは、１１月１日午後７時からの埴生地域交流センター分の報

告書です。 

 

宮本政志委員 気になったのが１８ページのところの、先ほど少し委員長がお

っしゃった代執行のところです。厚狭駅前の交番横を略式代執行してい

るとなっているので、「交番横の建物について、略式代執行している。」

というように「建物」を入れたほうがいいと思います。 

 

矢田松夫委員長 これは前回そのままの回答だからね。そのときに言ってもら

えればよかったけど、建物でいいですか、それとも住居とか、どうしま

しょうか。建物ですね。これじゃ何か分からんから、建物を挿入してく

ださい。ほかにありますか。 

 

吉永美子委員 １７ページ「ＬＩＮＥのサーバは国産ですか。」になっている

というように「です・ます」になっているので、「国産か。」にしてく

ださい。 

 

矢田松夫委員長 ほかにはいいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）以上で、③

と④の議会報告会報告書を終わります。宿題が少し残りました。議会報
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告会の赤崎と須恵公民館について再度整理していきたいと思います。皆

さん方いかがですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それではいつ頃にしま

しょうか。 

 

宮本政志委員 会期中であって、ほかの委員会とかいろいろ絡んできますから、

委員長と事務局で調整していただいて、後日知らせてもらえればいいと

思います。 

 

矢田松夫委員長 それでは、会期中に広聴特別委員会を開催することにしたい

と思います。次の付議事項、その他ですけど、前回から皆さん方に新し

い広聴特別委員会に申し送りすることがあれば、出してくださいと頼ん

でおりました。一応サンプル的なものを出しておりますけど、これは、

あくまでも私の意見でありますので、もし、皆さん方がこれ以上にまだ

出されるのであれば、次回に整理して、新しい広聴特別委員会に引き継

ごうと思います。今日はしませんので、私のサンプルだけを皆さん方に

手持ち資料としてお持ち帰り願って、次のときにあわせてやります。お

願いします。その他はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）なけれ

ば、以上をもって、広聴特別委員会を散会します。御苦労さんでした。 

 

午後４時３０分 散会 

 

令和５年（2023 年）１２月１日 

 

  広聴特別委員長 矢 田 松 夫   


